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答申番号
(令和2年度）

論点事案

不開示情報該当性

（法5①，⑥）刑事事実認定ガｲドの一部開示の判断(最情）答申第35号

修習給付金の支給事務の業務委託に関する契約書等の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第36号

導入修習の講義において使用されたバﾜｰポｲﾝﾄの資料の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第37号

司法修習生が寮に残した物品を入寮する次の期の司法修習生に引き継がせないことを決定し
た際に作成し，又は取得した文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第38号

不開示情報該当性
（法5①）(最情）答申第39号 園髄会被招待者名簿の一部開示の判断

不開示情報該当性
（法5⑥）所持品検査の規定及び通行許可証の発行規準が記載された文書の一部開示の判断(情）答申第27号

(情）答申第28号，
29号， 30号

特定の事案についての報告（対応）等を記録した文書の不開示判断（存否応答拒否） 存否応答拒否の可否

特定の事件について実際に審議力垳われたことを証明できる原始資料に記録された保有個人
情報の不開示判断（開示対象外）

（最個）答申

第5号，第7号
司法行政文書該当性

特定の事件について審議力垳われた日時が分かる文書に記録された保有個人情報の不開示
判断（開示対象外）

（最個）答申
第6号，第8号

司法行政文書該当性

~、'l胄報公開わかるかも学校⑮～開示の実施の留意事項の巻～

今回の答申の中で，開示の実施方法について，苦情が出されたものがありますね。開示の実施
を適正に行う上で，気を付けるべき点を教えてください，おしどり先生！

かも太郎
今回の答申のうち，令和2年度（情）答申第27号を見てましょう！

この答申では， 「苦情申出人の主張」において， 「他の役所においては，スマホでの書類撮

影を断られたことはない。にもかかわらず，司法機関だけ別というのはいかがなものであろ

う。 」とあるところ，委員会は， 「同主張は，原判断の当否に関する苦情には当たらない。 」
と判断しています。

ただし，委員会は，なお書きにおいて， 「司法行政文書の開示は，文書及び図画について

は，これの閲覧をさせ，又は写しの交付を求める者に自らの費用で謄写をさせることによりこ

れを行うとされており」 （要綱第10の1） ， 「この謄写の一方法として，裁判所の庁舎内に

おいて開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法が定められている」 （通達第1の7の

(2)のウのげ)） 。したがって， 「開示申出人が持参したカメラ等の機器による撮影（謄写）も他

にこれを妨げる事由がなければ許容されている。 」と説明した上で， 「庁舎管理の観点から，

各裁判所における庁舎の管理者がその持込み等を認めたものに限られ，かつ，当該裁判所の他

の事務に支障が生じるなどの理由からその利用が制限される場合があり得ることは，その性質
上やむを得ない」と述べています。

上記のような内容は，開示の実施における一般的ルールとして，十分に留意しましょう！

、
日
直

か
も
太
郎 おしどり先生

力干ミール 因

電磁的記録についての開示の実施は，プログラムにより用紙に出力したものの閲覧，又は謄写，
もしくは専用機器により再生したものの閲覧，聴取，視聴をさせることにより行うとされている
点も，併せて覚えたいと思います！
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令和S年1月25日成立答申速報
答申番号
(令和2年度

論点事案
）

不開示情報該当性
（法5①，②ｲ）最高裁判所に対する情報公開についての苦情申出書の一部開示の判断

司法修習企画運営ｼｽﾃﾑにより司法修習生の成績管理のために印刷した文書等の不開示判
断（不存在）

内閣府大臣官房人事課に対する叙位対象者の推薦手続が書いてある文書の不開示判断（不
存在）

特定人の逮捕状を出した裁判官の略履歴の不開示判断（存否応答拒否）

(最情）答申第40号

文書の存否(最情）答申第41号

文書の存否(最情）答申第42号

存否応答拒否の可否(最情）答申第43号

不開示情報該当性
（法5②ｲ）

司法修習生考試事務の受託業者の見積書の一部開示の判断(最情）答申第44号

司法修習生の基本給付金の金額を決定するに当たり，司法修習生の置かれている状況をどのよ
うに勘案したかが分かる文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第45号

特定人が日本国外に出国したことに関して作成し，又は取得した文書の不開示判断（不存
在） ．

文書の存否(最情）答申第46号

司法研修所長の事務引継書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第47号

長官所長会同における最高裁判所長官挨拶の作成手続が書いてある文書の不開示判断（不
存在）

文書の存否(最情）答申第48号

司法記者クラブに提供した資料の一部開示の判断（文書の特定） 文書の特定(最情）答申第49号

緊急事態宣言の発令に伴い，裁判所時報の休刊を決定した際に作成した文書の不開示判断
（不存在）

文書の存否(最情）答申第50号

不開示情報該当性
（法5①）

特定の裁判所における常置委員等の選挙開票結果の－部開示の判断(情）答申第31号
｜

’ 不開示情報該当性
（法5①，②ｲ）

特定の裁判所に係属した民事訴訟事件のうち，どのような事件が民事第10室に分配されるか
が書いてある文書の－部開示の判断

(情）答申第32号

'|胄報公開わかるかも学校⑯～文書の管理の巻～
とうしんくんのつぶやいている付言された答申って，令和2年度（最情）答申第46号カモ。か
も吉くん，もう読んだ？

蚕、

／
開示対象となり得た文書（特定の事項に関して裁判所に対する批判等を述べる趣旨が記載されて

■

いる文書）について，廃棄済みとして不開示としたことに対する苦情申出の案件だよね。
かも太郎

そうですね，かも吉くん。

最高裁説明は， 「本件開示の申出に係る・ ・ ・文書を複数受け付けた。 」 「担当部署・ ・ ・では’上記

文書を裁判所法82条に基づく不服としては取り扱わず′苦情として処理し'その後は事務処理上使用す
ることが予定されていないことから，事務処理上必要な期間が満了したとして速やかに廃棄した。 」とい
うものでした。

しかし，担当部署の保存期間表では， 「司法行政文書の具体例」欄に「投書」を記載し’保存期間を1

年と定めています。この案件の対象文書は，担当部署の保存期間表における「投書」に当たるように思わ

れることから，上記の取扱いが相当であったか疑義があります。

そこで，委員会は，不開示とした判断は妥当であるとしつつも，この担当部署の「取扱いについては，
公表されている保存期間表の記載に即した管理が望まれる」と付言しました。

保存期間表を定める趣旨からすると，その記載に従った文書管理を行うべきと考えられますし’短期保

有文書として取り扱う場合には，当該文書が管理通達記第4の3の(4)に定められている類型に該当するか

等も検討する必要があります。また，保存期間表が公表されている趣旨が’文書管理者がどのような文書

をどの程度の保存期間で管理しているかについて明らかにすることにより’国民への説明責任を果たす点
にあるということも忘れてはいけません。

文書管理と文書開示は車の両輪に例えられます。文書管理上の問題点を把握する面で参考となる答申も

ありますので，是非とも活用してください。 戸

か右吉

日
直
か
も
太
郎

｛ おしどり先生
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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係 わかるかも学校⑭で取り上

げた付言と同じような付言

がされた答申があるよ。違

いが分かるかな。答申infO/vo1.17
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令和3年2月22日成立答申速報 とうしん君

答申番号
(令和2年度）

論点事案

緊急事態宣言発令後に実務修習をどのように実施する予定であるかが分かる文書の一部開示の判
断

不開示情報該当性
（法5⑥）(最情）答申第51号

裁判所ﾎｰﾑペｰブに掲載して行った72期司法修習生考試の不合格発表の手順を定めた文書
の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第52号

緊急事態宣言解除後の下級裁判所の裁判期日に関する最高裁判所の問題意識が分かる文書の
不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第53号

特定の決定がされた経緯が分かる会議議事録等の文書等の不開示判断（存否応答拒否） 存否応答拒否の可否(最情）答申第54号

文書の存否最高裁判所の判決又は決定の主文の記戟例を取りまとめた文書の不開示判断（不存在）(最情）答申第55号

特定の裁判所における特定日の弁論準備等の裁判の指定状況を示す文書の不開示判断（不存
在） ．

文書の存否
文書の特定

(情）答申第33号

司法行政文書該当性特定の裁判所における特定事件の｢訴状審査表｣の不開示判断（開示対象外）(情）答申第34号

高等裁判所長官力噺型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症への対応をﾃｰﾏとして管内の地方裁判所長及び家
庭裁判所長との間で交換した意見の内容が書いてある文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第35号

高等裁判所における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する地域の状況に応じた裁判事務の遂行につい

て，裁判官が中心となって検討し認冒錐共有していく作業において作成し，又は取得した文書の不
開示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第36号

不開示情報該当性
（法5①）

(情）答申第37号 特定の裁判官が特定のSNSで紹介した事件の判決の部開示の判断

特定の裁判所における申出人の特定期間の遅出出勤申請に関する文書に記録された保有個人
情報の一部開示の判断（開示の実施）

(個）答申第3号 開示の実施方法の適否

情報公開わかるかも学校⑰~存駕躍獅季続の教示の巻～
色｜焼鵠燃ぶやいている答寧って'令和2年度(最傭)答寧竈54号ｶﾓ．かも吉く

存否応答拒否とした開示の申出について，他の手続を案内するなどの
しかったって付言されていたね。前回は受け付けた開示申出の内容の
かを検討することが望ましいって言われていたよ。

教示をすることが望ま

補正を促す余地がある
かも太郎 かも吉

そうですね。かも吉くん。もう少し具体的に付言の内容を見ていきましょうか。

本件開示の申出は， 「特定人宛ての納入告知書の写し（略）を添付した上で，当該決定がされた経緯が分

かる文書等の開示を求めるもの」であったため，原判断庁は取扱要綱第5により文雪の存否を明らかにしな

いで不開示としました。

この点，委員会では，不開示とした判断は妥当としつつも，本件開示の申出は， 「申出人本人に係る保有

個人情報の開示を求めるものであると考えられ」 ， 「申出人に対し，個人情報取扱要綱に基づく開示の申出

について教示することなどを検討することが望ましかった」と付言しています。

申出人が自己情報の開示を求めている場合には，司法行政文書の開示の申出を受けても，存否応答拒否を

せざるを得ません。しかし，保有個人情報開示手続であれば開示できることもあります。保有個人情報の開

示申出手続を教示したり，申出書の受付後であれば保有個人情報の開示申出に補正して受け付けることによ

り，存否応答拒否の判断を容易に回避できます。特に受付担当者の方は覚えておいてください。

なお，教示によって容易に存否応答拒否は回避できるものの，申出に対しては作成・取得なし等の理由

で不開示とせざるを得ない場合もあり得ます。もっとも，申出人が司法行政文醤開示手続によって自己情

報の開示を求める場合とは，とるべき手続を誤解している場合がほとんどであると考えられます。たとえ

不開示となるとしても，教示や補正等の余地について検討することが望ましいので，注意しましょう。

、

Ｂ
瞳
か
おしどり先生

喜
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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係
今年度も情報公開・個

人情報保護審杳委員会

から出された答申を紹

介していくよ！infOvo1.18－

3年3月2S日成立答申速報 とうしん君

’答申番号

(令和2年度）
論点事案

裁判所事務官の｢俸給の調整額｣について人事院規則9－6第2条に基づき人事院が報告
を受けた文書に相当する文書等の不開示判断（不存在）

早期退職の応募手続に関する裁判官からの問合せに使用しているﾏﾆｭｱﾙその他の文書の不
開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第56号

文書の存否(最情）答申第57号 q

定年年齢が63歳である職員が分かる文書の不開示判断（文書の特定）

特定の高等裁判所長官に関する認証官任命式の日付が分かる文書の不開示判断（不存
在）

文書の特定(最情）答申第58号

文書の存否(最情）答申第59号

不開示情報該当性

（法5①，②ｲ）新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽを含む感染症対策についての文書の一部開示の判断(最情）答申第60号

平成20年春の叙勲から候補者に公職の経歴を強く求めることとした際に作成した文書の不開
示判断（存否応答拒否）

存否応答拒否の可否(最情）答申第61号

司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第62号

特定の事務官の懲戒処分書等の不開示判断（存否応答拒否） 存否応笥巨否の可否(情）答申第38号

特定の事件につき特定の家庭裁判所調査官が引継業務のために作成した文書の不開示判断
（不存在）

文書の存否(情）答申第39号

特定の教育委員会事務局に対して特定の報告書の提出を求めたことが分かる文書の不開示
判断（存否応答拒否）

存否応答拒否の可否(情）答申第40号

不開示情報該当性

(法5①，②ｲ，④）
文書の特定

民事過料に関する文書の一部開示の判断（文書の特定）(情）答申第41号

特定の破産事件においてどのような法的根拠と理由により免責許可決定がされたかが分かる文
書の不開示判断（開示対象外）

(情）答申第42号 司法行政文書該当性

情報公開わかるかも学校⑱～裁判事務の引継書の巻～

4月と言えば異動の季節だけど，ちょうど家庭裁判所調査官が作成した引継書が問題となった答申
が出ているね。司淘ﾃ政事務に関して作成又は取得した文書が開示の対象になるから，このような
引継書は司法行政文書にはあたらないのカモ？

かも太郎

今回の答申のうち，令和2年度（情）答申第39号を詳しく見てみましょう！

この答申では， 「家庭裁判所調査官の交代時における引継ぎに関する文書として，前任者が

後任者に専ら特定の事件における裁判事務処理上の引継事項を伝えることのみを目的として作

成される文書が想定されるが，このような文書は，家庭裁判所調査官が裁判手続に関して職務

上作成した文書であって，通常，裁判部において保管される文書であると考えられるから，裁

判事務に関する文書に該当し，司法行政文書には該当しないと解される」と述べていますね。

ここで注意してほしいのは，この答申において司法行政文書に該当しないと言及したのは，

「専ら特定の事件における裁判事務処理上の引継事項を伝えることのみを目的として作成され

る文書」だという点です。

引継書の作成の目的や，記載の内容によっては，司法行政事務に関して作成した文書とし

て，開示の対象になる可能性があります。十分に留意しましょう1 戸

、

日
直
か
も
太

節｜おしどり先生

裁判所の情報公開制度は，職員みんなに関係があります1簡単に学ぶための資料として，情報公開
ハンドブックや，研修動画（20分）がありますので，活用してくださいね！

カモミール 《



令和3年5月31日

書開示第一係最高裁判所事務総局秘書課文

委員会はオンラインで

も会議を実施している

よ！オンラインで人と

のつながりを保てる

のっていいね！
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答申番号

(令和3年度）
論点事案

文書の特定日本弁護士連合会の特定の決議に関する文書の開示判断（文書の特定）

最高裁判所等で開催された生活保護基準引き下けの事案を含む研究会等に関するﾚジｭﾒ等
の一部開示の判断

裁判官･検察官の給与月額表において判事補の地域手当として報酬の20％よりも多い金額
が記載されている理由が書いてある文書の不開示判断（文書の特定）

(最情）答申第1号

不開示情報該当性
（法5①，⑥）(最情）答申第2号

文書の特定(最情）答申第3号

身体検査をするに至った経緯が分かる文書等の不開示判断（不存在） 文醤の存否(情）答申第1号

特定日に発せられた庁舎管理規程に基づく強制措置についての文書の不開示判断（不存
在）

文書の存否(情）答申第2号

特定日付の司法行政文書開示申出に対するプロセスを明らかにする文書等の不開示判断
（存否応答拒否）

存否応笥巨否の可否(情）答申第3号

特定日付の司法行政文書開示申出に関する延長通知のブﾛｾｽ等を明らかにする文書等の
不開示判断（存否応答拒否）

存否応雪巨否の可否(情）答申第4号

特定人らの裁判を担当I,ている裁判官の氏名が分かる文書の不開示判断（存否応答拒否） 存否応答拒否の可否(情）答申第5号

特定人の保釈請求に関する抗告雷の担当裁判官の氏名等が書いてある文書の不開示判断
（存否応奇巨否）

存否応答拒否の可否(情）答申第6号

特定日の特定の事件についての掲示に関する文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(情）答申第7号

特定日に申出人に対して行った強制措置についての文書に記録された保有個人情報の不開示
判断（不存在）

文書の存否(個）答申第1号

申出人が申し出た裁判所法第82条に基づく不服の処理状況が分かる文書に記録された保
有個人情報の一部開示の判断（文書の特定） ．

文書の特定(個）答申第2号

情報公開わかるかも学校⑲～報道と公領域情報の巻～
″、．

／

情報公開法5条1号ただし書イでは，個人に関する情報であっても公にされている情報であれば不開示

情報にあたらないと定めているけれど，新聞やテレビで広く報道された情報は，公にされている情報に

当たるものとして，すべて開示していいカモ？
一

吉かも凸

かも吉くん，久しぶりね！それはどうかしら。新聞やニュースは，国等の機関が公表した情報を報道す

る場合だけじゃなくて，独自の取材に基づいて報道するものもたくさんあるわよれ。おしどり先生に聞
いてみましよう。

カモミール
ー

今回の答申のうち，令和3年度（情）答申第6号を見てみましょう！

この答申では， 「被告人名等の情報が新聞等で報道され，そのことにより，当該情報が一時的

に公衆の知り得る状態に置かれたとしても，これはあくまでも報道機関がした各自の取材の結果

に基づき，当該報道機関の報道に関する方針等に沿ってそれぞれ報道されたものにとどまるか

ら，そのことをもって，当該情報が慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情
報に該当することになるとはいえない。 」と判断しています。

日

したがって，新聞やテレビで報道されたとしても，それらの情報が直ちに法5条1号ただし書直
イの公領鰯情報にあたるものではないと言えそうですね。 カ

モ

て鷆撫鰯雲鷲鯨騨職謡蹴篝轆灘篭墨鰯蕊X
認しておきましょう1

．戸

、

おしどり先生



【機密性2】

発行日令和3年6月24日最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係

不開示理由の記載に関する

答申があるよ。答申の内容

に留意して，今後の事務に
取り組もう！

答申i

令和3

nfOvo1.20-

年6月15日成立答申速報 とうしん君

I
I

答申番号
(令和3年度）

論点事案

不開示情報該当性
（法5①）八ﾀﾗｸ時報の一部開示の判断(最情）答申第4号

司法修習生から提出された特定の趣旨の特定日付の意見書等の不開示判断（存否応答拒
否）

存否応答拒否の可否(最情）答申第5号

東京高等裁判所判事の身分を有する最高裁判所裁判所調査官が裁判官会議の構成員とさ
れていないこと力鐡判所法に違反しないことについての東京高等裁判所の見解が分かる文書の
不開示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第8号

奈良地方裁判所長宛てに申出人力提出した特定の書面の処理状況が分かる文書に記録され
た保有個人情報の一部開示の判断（文書の特定）

文書の特定(個）答申第3号

東京高等裁判所に対する裁判所法82条に基づく不服申出に関する決裁票に記録された保
有個人情報の一部開示の判断

不開示情報該当性

(法14②，⑥，⑦）(個）答申第4号

〆

!|胄報公開わかるかも学校⑳～不開示理由の記載の巻～

’ 司法行政文書の一部を開示する場合，開示通知書中の「開示しないこととした部分及びその理

由」には，法のどの条項に定める不開示情報に相当するかを記載することになっているよね。た
だ，不開示情報の項目をどのくらい書いたらいいのか，よく分からないカモ。

かも太郎 一元、

／

P

不開示情報の項目は，できるだけ具体的に記載することが望ましいけど，記載することで当該

情報を不開示とした趣旨が没却されてしまってもいけないから，難しいよね…。おしどり先生，
参考になる答申は何かありますか？

かも吉

今回出された答申のうち，令和3年度（個）答申第4号を詳しく見てみましよう1

．これは，原判断において「開示することにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあ

る情報（内線番号等）」と記載したところ，苦情申出において『「内線番号等」の「等」の部

分がほとんど（具体的には決裁事項と検討の部分）であり， 「内線番号等」という記載をする
ことで注目されるのを避ける狙いがあるように思われる』と主張されたケースです。

この点について，委員会は， 『内線番号のみを記載するのではなく， 「 （内線番号，対応方
針や対応手順及びその検討等） 」などと可能な限り具体的に記載するのが相当であった』と述

、

日
直
か
も
太
郎

べています。

最終的な結論としては， 『本件通知書の不開示理由の付記に不備があるとまでは認められな

い』としていますが，不開示理由の提示は，開示申出人が苦情申出を行う際にその便宜を図る

ものですから，一般人であれば当該理由を明確に認識できるように，不開示理由を「可能な限
り具体的に記載しているか」という点に改めて留意しましよう！

一

おしどり先生

ノ、



I2D、発行日令和3年8月3日

最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係
第三者照会に関する

答申がでているね。

参考にみてみよう。

nfOvo1｡21－
7月26日成立答申i答申速報

とうしん君

答申番号

(令和3年度）
論点事案

不開示情報該当性
（法5②）取調べ対応･弁護実践ﾏﾆｭｱﾙの一部開示の判断

特定の諮問において情報公開･個人情報保護審査委員会に提出した資料のリスト等の一部
開示（文書の特定）

職権特例判事補に指名された弁護士任官者にどのような事情があれば高等裁判所判事の職
務を行わせることとしているかが分かる文書の不開示判断（不存在）

(最情）答申第6号

文書の特定(最情）答申第7号

文書の存否(最情）答申第8号

｜
’

周辺住民から司法研修所に寄せられた苦情の内容等を取りまとめた文書の不開示判断（不
存在）

文書の存否(最情）答申第9号

I

｢官報原稿の送付｣と題する文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第10号

決定調書に公印がない事務処理が法令等を遵守した処理であるのかがわかる決裁文書等の
不開示判断（苦情申出期間の徒過）

苦情申出期間の徒過(最情）答申第11号

最高裁判所の機構図に最高裁判所調査官室が記載されていな↓理由が書いてある文書の
不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第12号

裁判官略歴の作成手続力唇いてある文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第13号

最高裁判所調査官において担当の最高裁判所裁判官に答申を行うことになっていることが分
かる文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第14号

不開示情報該当性
（法5①②④⑥）
存否応答拒否の可否

東京家庭裁判所における防犯ビヂｵｶﾒﾗの設置場所を明らかにする図面等の一部開示等の
判断

(情）答申第9号

不開示情報該当性
（法5②）東京地方裁判所における判決貸出簿の一部開示の判断(情）答申第10号

不開示情報該当性
（法5②）

東京地方裁判所における判決貸出簿の一部開示の判断(情）答申第11号

奈良地方裁判所に対する特定日付の不服申出に関して口頭決裁したことを確認できる文書
の不開示判断（不存在）

(情）答申第12号 文書の存否

東京地方裁判所における特定の係の本人訴訟の事件の弁論準備手続の頻度等が類推でき
る文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第13号

東京高等裁判所において新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大を原因として職員に在宅勤務を指示
した文書の不開示判断（不存在）

(情）答申第14号 文書の存否

'l胄報公開わかるかも学校⑳～第三者照会の巻～

今回の答申の中で，不開示部分を是正する判断がされたものがあるカモ。諮問された後に第三者に追加
で照会を行っているみたいだけど，どういう経緯だったんだろう？

令和3年度（最情）答申第6号を詳しく見ていきましょう。

原判断における不開示部分は，対象文書を編集・発行した日本弁護士連合会が，第三者照会に際

し，不開示情報に相当する情報が記録されているとの意見を述べた部分でした。しかしな

こには最高検察庁等に関する情報も含まれていたことから，委員会から日本弁護士連合会

照会を行ったところ，最高検察庁に関する部分については，最高検察庁において開示に支

ことが確認できれば，開示して差し支えない旨の意見書が提出されました。これを受けて

判所から最高検察庁等に照会を行ったところ，開示して差し支えない旨の意見書が提出さ

め，委員会において不開示部分を是正する判断がされたものです。

今後，第三者に対する照会を検討する際には，このような事例があったことにも留意し
いね。

がら，そ
に改めて

障がない

，最高裁
れたた

、

日
直
か

おしどり先生壱

てくださ臨
画I



年9月1日 【機密性2】

最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係

inf 0 VO
〃

成立答申速報年S月2SB
答申番号
(令和3年度）

論点事案

文書の存否

不開示情報該当性
（法5①⑥二）

簡易裁判所判事の候補者のうち裁判所職員である者の数等が分かる文書の一部開示等の
判断

(最情）答申第15号

出版社等に裁判例を提供する基準が分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第16号

~、報公開わかるかも学校⑫～今まで取り上げた答申の巻～

皆さん，夏休みの間に今までの振り返りをしましょう。これまで様々な答申を取り上げてきました
が，印象に残っているものを一つずつ挙げてみてください。

おしどり先生

僕は，異動など事件の担当者の交代時における引継書が申出の対象になった令和2年度（情）答

9号が気になりました。この答申において，専ら特定の事件における裁判事務処理上の引継事項

ることのみを目的として作成される文書は，裁判手続に関して職務上作成した文書であって，通

判部において保管される文書であると考えられるから，裁判事務に関する文書に該当し，司法行
には該当しないと判断されました。

第
伝
，
文

申
を
常
政

〆、

３
え
裁
書

かも吉でも，引継書の作成の目的や，記載の内容によっては，司法行政事務に関して作成した文書とし

示の対象になる可能性があるということですので，引継書の作成の際には注意したいと思います

て，

開

存否応答拒否の判断について委員会から付言があった令和2年度（最情）答申第33号です

として不開示の判断は変わらなかったとしても，開示申出人に当該申出の趣旨を確認した上
内容の補正を促す余地があるかを検討することが望ましかったと述べられています。

私は，

ね。結論

で，申出

答拒否を理由とする不開示は例外的な対応であると解されることを踏まえて，存否応答拒否を
避できるような申出内容の場合には補正を検討するということに注意したいです。

存否応

容易に回
力干ミール

は，インターネット上の情報と不開示情報との関係性に触れた平成30年

・不開示とすべき情報が一般のウェブブログに掲載されていたとしても，

れたもので，独自の編集に基づいて掲載しているものであるから，これに

直ちに慣行として公にされ，又は公にすることが予定されているものとは

度（最情）答申第58号

ウェブブログは私的に設

掲載されている情報につ

いえないと判断されてい

僕

です

けら

いて

ます

情

素と

報が公表されているといえるかの判断基準は，裁判所が組織として公にし
いえそうですね。

ているかなどが重要な要

日
直
夏
休
み



発行日令和3年

示第一係 調停委員名簿について,性
別は，今年5月に事務連絡

が発出されているけど，戸
､

|Ⅶ1.2 れ腫壱のがあるよ。今籍…に闇して薔寧ゞ
成立答申速報とうしん君

最高裁判所事務総局秘書課文書開

答申 info
令和S年9月2SB

答申番号

(令和3年度）
論点事案

｢電話会議装置及びデﾚピ会議装置の整備について｣の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第17号

最高裁判所調査官に充てられる裁判官の補職の基準が書いてある文書の不開示判断（不
存在）

文書の存否(最情）答申第18号

司法修習生に対する修習停止の開始時点が分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第19号

裁判官の辞表の書式を定めた文書の不開示判断（不存在） 文雪の存否(最情）答申第20号

国際会議への出席に際して提出したカントリーレポートの不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第21号

退職した裁判官又は裁判所職員の言卜報に接した場合における最高裁判所の事務処理が書
いてある文書の一部開示の判断

不開示情報該当性
（法5⑥）(最情）答申第22号

最高裁判所事務総局秘書課会議係で使用されているﾏﾆｭｱﾙの一部開示の判断（文書の
特定）

(最情）答申第23号 文書の特定

司法修習生から提出された特定の趣旨の特定日付の要望書等の不開示判断（存否応答
拒否）

(最情）答申第24号 存否応答拒否の可否

最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項のﾏﾆｭｱﾙの不開示判断（不存
在）

(最情）答申第25号 文書の存否

一ー

司法修習生に関する規則19条1項に基づく報告の取扱いが書いてある文書の開示判断
（文書の特定）

(最情）答申第26号 文書の特定

(最情）答申第27号 司法修習生に対する弁護修習先の連絡時期が分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否

不開示情報該当性
（法5①）

(情）答申第15号 特定の書記官の処分説明書の一部開示の判断

不開示情報該当性

（法5①）
(情）答申第16号 調停委員名簿の－部開示の判断

不開示情報該当性
（法5⑥二）
文書の特定

(情）答申第17号
(情）答申第18号

特定の個人情報の取扱いに関する事案の経過が分かる文書の一部開示の判断（文書の特
定）

裁判所法82条に基づく不服申出に関する事務手続ｶﾔ分かる文書の一部開示の判断（苦
情申出期間の徒過）

(情）答申第19号 苦情申出期間の徒過

| (個)篝寧籠5号 ’(個）答申第5号 特定人の全ての保有個人情報の不開示判断（不特定） （苦情申出期間の徒過） 苦情申出期間の徒過

脩
、報公開わかるかも学校⑳～官報公告と公表慣行の巻～

令和3年度（情）答申第16号を見てみましよう。

調停委員名簿の開示申出について，調停委員が弁護士としての職務上の氏名を調停手続において使用

している場合，その戸籍上の氏名を不開示とした原判断に対して，苦情申出人から，日本弁謹士連合会

は弁護士の戸籍上の氏名と職務上の氏名の対応関係を官報で公告しており，慣行として公にされている
情報といえるから不開示とすべきではないと主張されました。

この点，委員会は，①裁判所では，行政機関に準じ，職員の氏名は原則開示しているが，調停委員が

弁護士としての職務上の氏名を調停手続において使用している場合，調停委員として職務を遂行する上

で戸籍上の氏名は使用しないことから，戸籍上の氏名は，調停委員の職務遂行に係る情報とはいえない

こと，②日本弁護士連合会が戸籍上の氏名を官報公告の事項に含めることとしたのは，弁護士自治に基

づく内部規範に基づくものであり，裁判所が職員の氏名を公にしている趣旨とは異なり，また，戸籍上

の氏名が，職務上の氏名と対応して官報により一旦公告されたとしても，公告後において弁護士の職務

は職務上の氏名をもって行われることから，戸籍上の氏名が「慣行として公にされ，又は公にすること

が予定されている」とはいえないことを理由として，不開示は妥当であると判断しました。 ，
戸

、 塵
日
直
か
も
吉
牙
おしどり先

煙



令和3年11月4日 【機密性2】

最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係
不開示情報には

マスキングをしっかり

貼ろういん！

infOIvoI:24g
年1○月25日成立答申速報 とうしん君

瞼点’答申番号
(令和3年度）

事案

特定の最高裁判所判事が就いてきた公職名とその就任期間の分かる文書の一部開示
の判断

不開示情報該当性
（法5①）

刃

(最情）答申第28号

I ‘

｢司法修習の終了等の通知について｣と題する文書の不開示判断（不存在）(最情）答申第29号 文書の存否

ロ

簡易裁判所判事の選考を受けた者の人数が年度ごとに分かる文書（平成18年度か
ら平成21年度までのもの）の不開示判断（不存在）

(最情）答申第30号 文書の存否

■ ニニ ニマ －－

■

裁判所に申し出た司法行政上の不服の処理に関する事務手続が分かる文書の一部
開示の判断 ．

不開示情報該当性
（法5⑥）

(情）答申第20号

口頭での意思決定が｢押印，署名又はこれらに類する行為｣に該当するのかが分かる文
書の不開示判断（不存在）

(情）答申第21号 文書の存否

、I|胄報公開わかるかも学校⑭～他の国家機関における公表の巻～

曇
個人に関する情報であっても， 「法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予

定されている情報」 （情報公開法5条1項ただし書イ）は不開示情報にあたらないとされているけ

ど，これは，裁判所が公にしている情報又は公にする予定の情報かどうかを検討すればいいのカモ？

かも太郎

今回の答申のうち，令和2年度（最情）答申第28号を詳しく見てみましょう1

最高裁判所判事の履歴書に記載された職歴について， 「裁判所以外の国の機関が所管する委員

会等の委員等としての履歴が記戴されている部分のうち，上記委員会等を所管する行政府省等の

ウェブサイトにおいて現在の委員等の名簿が公開されている場合における委員の履歴，同じく上
記ウェブサイトにおいて委員の氏名が記載された答申書が公開されている場合における委員の履

歴については，法5条1号ただし書イに相当する情報と認められる。 」と判断しています。

これに対して，前回紹介した令和3年度（情）答申第16号では，調停委員が弁護士としての
職務上の氏名を調停手続において使用している場合の戸籍上の氏名について，日本弁護士連合会

が戸籍上の氏名を官報で公告している趣旨は，裁判所が職員の氏名を公にしている趣旨とは異な

ること，また，戸籍上の氏名が，職務上の氏名と対応して官報により一旦公告されたとしても，

公告後において弁護士の職務は職務上の氏名をもって行われることを理由として，戸籍上の氏名
の不開示は妥当であると判断していました。

両答申の差異は，法5条1号ただし書イを検討する上で参考となりますので，見比べてみてく
ださい‘

、
日
直
カ
モ

『寺

ミ
ー
ル

おしどり先生

■－－ ，1
や

法5条1号ただし書イの関係では，他に， 「報道」や「裁判手続の公開」などについて， 「法令の規定によ

り又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報」にあたらないとした答申も紹介した
ことがありましたね。よく復習したいと思います！

力干ミール
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示 2s 轌
令和S年11月22日成立答申速報
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論点

1

1 号
Ｌ

答申番号

(令和3年度）
事案

決定原本における保存簿番号の記載に関して異なる取扱いをする理由の分かる文書等の不
開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第31号

司法修習生相談窓口が知った司法修習生の非違行為を司法研修所事務局に連絡する判
断基準が書いてある文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第32号

司法修習生採用選考申込書の書式を決定した際の文書の不開示判断（文書の特定） 文書の特定(最情）答申第33号

最高裁判所事務総局が作成した事務処理要領の件名をまとめた文書の不開示判断（不存
在）

文書の存否(最情）答申第34号

どのような行為を行って対応案を決裁したのかが分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第35号

最高裁判所裁判官が退官後に不開示情報を著書に記載する手続が分かる文書の不開示判
断（不存在）

(最情）答申第36号 文書の存否

第74期司法修習生の採用に際して健康診断票の提出を求めないこととした理由力害いてあ
る文書の不開示判断（不存在）

(最情）答申第37号 文書の存否

口頭での決裁について裁判所の取り決め事項が分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(最情）答申第38号

苦情申出期間超過の判断に当たり，苦情の申出日を最高裁判所が受け付けた日時とする
根拠力扮かる文書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第39号

｢処理に係る事案が軽微なもの｣であるか否かの判断基準が分かる文書の開示判断（文書の
特定）

(最情）答申第40号 文書の特定

(情）答申第22号 特定の事件に係る返還書に記載されている文書の不開示判断（不存在）等 文書の存否

決裁における｢押印，署名に類する行為｣とはどのような行為かが分かる文書の不開示判断
（不存在）

(情）答申第23号 文書の存否

｢決裁とは必ずしも決裁票を用いることを要しない｣ことを定めている文書の開示判断（文書の
特定）

(情）答申第24号 文書の特定

特定の書面に対する処理について決裁権者による判断がなされた文書に記録された保有個人
情報の不開示判断（不存在）

(最個）答申第1号 文書の存否

特定年度の裁判所職員試験の自己の順位が記録された保有個人情報の不開示判断（不
存在）

(個）答申第6号 文書の存否

特定の報告書を開示するために特定の教育委員長（会）に提出した文書等に記録された保
有個人情報の不開示判断（不存在）

(個）答申第7号
(個）答申第8号

文書の存否

おしどり先盈これについて委員会は， 「苦情申出書が最高裁判所に到達した日を苦情申出日として取り扱っている

こと」を確認した上で， 「最高裁判所において苦情申出日をいつの日として取り扱うかは明確であり，

取扱要綱及び実施細目に上記取扱いに関する定めをおく必要性は認められない」とし，また，上記取扱

いにについて「苦情申出人に特別の不利益はなく，他に最高裁判所に到達した日と異なる日を苦情申出

日とすべき特段の必要性も認められない」ことから上記取扱いは不合理とはいえないと判断していま

す。
ー

日
直
か
壱
吉

〆、

行政不服審査法18条3項の「送付に要した日数は算入しない」というような定めが取扱要綱等

で設けられていない点に注意したいですね。

堕壹ノ、
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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係

来年に向けて，委員会
で出された答申を改め

て振り返ってみよう！nfo
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6日成立答申速報 とうしん君
L■

答申番号
(令和3年度）

論点事案
G I ，

最高裁判所各小法廷のﾌｧｯｸｽ番号を事件当事者に告知しなし理由が書いてある文書の不
開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第41号

不開示情報該当性
（法5⑥）裁判官第二カードの入力ﾌｫｰﾑが書いてある文書の一部不開示の判断(最情）答申第42号

G I

立件取消しが記された判例が分かる文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(情）答申第25号

基本事件の判決後にその附属事件が終了となる基準を定めた文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(情）答申第26号

民事訴訟規則50条の2の規定の｢相当と認めるとき｣について具体的に説明した文書の不開
示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第27号

訴訟上の救助却下決定に対する不服申立て後に裁判費用を納付した場合は不服申立てが不
適法となるとした最高裁判所の判例の不開示判断（不存在）

文書の存否(情）答申第28号

民事訴訟規則50条3項の｢その性質に反しない限り｣について説明した文書の不開示判断
（不存在）

文書の存否(情）答申第29号

特定日付で特定の裁判官が訴追されたことに関して最高裁判所から受領した文書の不開示判
断（存否応答拒否）

存否応答拒否の可否(情）答申第30号

民事訴訟法82条1項本文についての認定要件を定めた文書の不開示判断（不存在） 文書の存否(情）答申第31号

’

●

，

特定年度の裁判所職員採用試験の専門試験における申出人の答案用紙に記録された保有
個人情報の不開示判断

不開示情報該当性
（法14⑦）(最個）答申第2号

'|胄報公開わかるかも学校⑳～文書の探索の巻～

今年もいろいろな答申が出たカモ。適切な文書開示手続を行うためには，文書の探索を適切
に行うことがやっぱり大切だよ。1

’
そうだね。そして，探索の結果，文讐が見当たらない場合には，文書が存在しないことにつ
いて合理的といえるかという視点から確認することも有益だね。

かも太郎

かも吉

今年出された答申のうち，令和3年度（最情）答申第23号を詳しく見てみましょう！

「秘書課会議係で使用されている事務処理要領その他のマニュアル」が開示申出の対象

となった事案で，苦情申出人は「会議の準備作業に関するマニュアル」等がほかに存在す

る旨を主張したところ，委員会は， ｢会議係が所管する事務内容は，裁判官会議，事務総局
会議その他の会議に関する事項，議事録及び会議資料の整理及び保管に関する事項，規則の

公布手続その他官報原稿の官報掲載手続等に関する事項であり，上記会議に関する事項につ

いての具体的な事務は，会議資料の受領及び配布，当日の会場設営等であり，議事録及び会

議資料の整理及び保管に関する事項についての具体的な事務は，文書管理に関する通達等に

基づいて遂行される業務であり，いずれも特段の事務処理要領を作成せずとも，支障なく執

務が行われる性質のものであることが認められる」として，当該係の具体的な事務処理内容
に即して開示申出文書の特定の合理性を判断しています。

今後，事務処理要領などの開示申出を検討する際には，このような事例があったことにも
留意してくださいね。

、

日
憧
か
も
太
郎 おしどり先生

因


